
社員研修をご検討中の
三重県内 企業・事業所の皆さまへ

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下、女性活躍推進法）が制定され、
事業主は女性の活躍推進を進めることが義務づけられました。
300人以下の事業主は努力義務となっていますが、中小企業のなかでも子育てや介護といった時間の制約を抱えながら
働く人たちが増え、特に女性がその多くを担っています。
しかし、これまでのような「時間をかけて成果を出す」という働き方では有能な人材の確保や
女性の就労継続は難しくなってきています。

女性活躍をすすめることは有能な人材を確保し、他社との競合に勝ち抜くための第1歩。
社員一人ひとりの責任が大きくなる中小企業においても、その健全な経営や組織の存続のためには、実はとても重要な取組です。
しかし、「私が管理職になるなんて」と二の足を踏む女性が多いことも事実。
現場での女性活躍が進みにくいのには様々な理由が考えられます。
そこで、フレンテみえでは県内企業・事業所様へ講師を派遣し、女性が活躍できる職場をつくるために
どうすればよいのかお話しさせていただきます。
講師派遣にかかる費用は一切無料。女性が働きやすい職場は誰もが働きやすい職場です。ぜひご活用ください。

 研修講師派遣先  募集中

＊その他、ご希望がございましたらご相談ください

対象 研修会を開催しようとする県内企業・事業所（従業員・人事労務担当者・管理職等）

実施期間 平成 29年 1月 4日（水）～ 3月 31 日（金）まで
＊研修参加人数などに制限はございません。少人数でも実施可能です

＊上記期間内で、実際の開催日時はご希望により個別調整いたします（研修時間：１回90分）

費用 無料（先着８企業・事業所まで）

お申込み 「フレンテみえ」までお電話か、チラシ裏面の申込書にご記入の上、FAX・ご郵送ください
＊FAX などでのお申込みの際は、フレンテみえ担当者より折り返しご連絡いたします

企業を成長へと導くための女性活躍推進法の活用方法や
女性活躍を推進するメリットなどをお話しします。

研修内容

フレンテ
トークトーク

講師派遣プログラム

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」

フレンテみえから講師を派遣します！

Frente TALK

特別編

女性活躍推進プロジェクトのススメ

無料！！
（期間限定）

お問合せ

お申込は


